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多面的機能支払交付金の

活動の手引き

特定事業実施者※用
※令和６年度に環境保全型農業直接支払交付金の交付を受けていた農業者団体等

令和７年１１月改訂 組織向け

福島県 農林水産部

令和７年度～令和11年度に限り、令和６年度を実施期間
に含む、長期中干し、冬期湛水、夏期湛水、中干し延期、江
の設置の実施等に関する計画を記載していた農業者団体等が
「環境負荷低減の取組への支援（通称：みどり加算）」のみ
に取り組んでいただくことができます。 令和12年度以降は、既
存の活動組織に参加する等により、活動組織として申請いただ
く必要があります。

（参考：活動組織向けの手引き）
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農業は、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形
成等の多面的機能を有しており、その利益は広く国民が享受しています。

しかしながら、近年の農村地域の過疎化、高齢化、混住化等の進行に
伴う集落機能の低下により、地域の共同活動によって支えられている多
面的機能の発揮に支障が生じつつあります。また、共同活動の困難化に
伴い、農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理に対する担い手農家
の負担の増加も懸念されています。

このため、農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の
共同活動に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進します。
また、これにより、農業の有する多面的機能が今後とも適切に維持・発
揮されるとともに、担い手農家への農地集積という構造改革を後押しし
ます。

この手引きは、地域の皆さんが「多面的機能支払交付金」を活用して
活動に取り組んでいただけるよう、計画の策定、活動の実施、活動の報
告など一連の流れに沿って具体的な進め方を解説したものです。

はじめに

かん

はじめに

洪水防止機能
（水田の持つ貯水機能）

生物多様性保全機能

土壌浸食防止機能

良好な景観の形成機能

地下水涵養機能

河川流況安定機能

文化の伝承機能

土砂崩壊防止機能

気候緩和機能

保健・レクリエーション機能

体験学習と教育の機能

有機性廃棄物分解機能

農業の有する多面的機能

あらましと
共通ページ
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はじめに多面的機能支払交付金の構成あらましと
共通ページ

（２）施設の長寿命化のための活動 ※以下は活動例

未舗装農道の舗装 素堀り水路からの更新

（２） 地域資源の適切な保全管理のための推進活動

農道の路面維持 年度活動計画の策定施設の点検

③多面的機能の増進を図る活動

水路の泥上げ

ひび割れの補修 農道の部分補修

（１）地域資源の質的向上を図る共同活動 ※以下は活動例

生きもの調査外来種駆除

多面的機能を支える共同活動を支援します。

・農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面維持等の基礎的保全活動

・農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化、保全管理構想の作成  等
支援対象

農地維持支払交付金

地域資源（農地、水路、農道等）の質的向上を図る共同活動を支援します。

・水路、農道、ため池の軽微な補修

・外来種の駆除、ビオトープづくり

・施設の長寿命化のための活動  等

支援対象

資源向上支払交付金

（１） 地域資源の基礎的な保全活動 ※以下は活動例

② 農村環境保全活動① 施設の軽微な補修

担い手に集中する水路・農道等の管理を地域で支え、農地集積を後押しします。
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令和７年度以降
多面的機能支払交付金（資源向上支払（共同）みどり加算）

実施
主体

・①農業者の組織する団体、②一定の条件を満たす農業者（R7～R11年度のみ）

・活動組織又は広域活動組織

対象
取組
と
支援
単価

長期中干し

冬期湛水※3

夏期湛水
中干し延期
江の設置等

要件
※2

・対象取組実施ほ場における主要作物について、化学肥料・化学合成農薬を都
道府県の慣行レベルから原則５割以上低減する取組と合わせて行うこと
・活動期間中に取組面積を拡大する目標を設定し、達成すること

交付
金の
交付

・取組面積（畦畔・法面を除く）に各取組の単価を乗じた額を交付
・同一ほ場に対する支援は一取組のみ※3

「みどり加算」では、これまでの環境保全型農業直接支払交付金とほとんど
同じ支援内容及び要件（※１）で長期中干し、冬期湛水、夏期湛水、中干し延
期、江の設置等の「対象取組」に取り組むことができます。

※1 多面的機能支払交付金では、原則５年間の活動計画に基づいて５年間継続して活動を実施する必要があり、実施要件を満たさない場
合は、交付を受けた交付金を認定年度に遡って返還（遡及返還）することを求める仕組みとなっており、「みどり加算」も同様です。
ただし、返還の免責事項が規定されており、自然災害その他やむを得ない理由による場合は、返還は免除されることとなっています。

※2 「化学肥料等５割以上低減」の要件は、毎年度実施する必要があります。
また、「取組面積拡大」の要件は、取組ごとに２年目以降の取組面積が初年度の取組面積を下回らず、終了年度の取組面積が初年

度の取組面積を上回る取組面積の目標を設定し、達成する必要があります。
一方、これまで環境保全型農業直接支払で求めていた販売農家であること及び推進活動を実施することの要件はありません。

※3 みどり加算の同一ほ場に対する支援は一取組のみです。
また、環境保全型農業直接支払交付金においてセットで支援していた冬期湛水と有機質肥料（堆肥）を除き、同一ほ場においてみどり

加算と環境保全型農業直接支払交付金を重複して実施することはできません。

：800円/10a

：4,000円/10a

：8,000円/10a
：3,000円/10a
：4,000円/10a （作溝実施）
 3,000円/10a （作溝未実施）

みどり加算
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多面的機能支払交付金の「みどり加算」を活用し長期中干し、冬期湛水、夏
期湛水、江の設置等、中干し延期の取組は、以下の手順で実施します。

手続の概要

 申請主体の確認、事業計画（案）の作成Ⅰ

 事業計画の認定の申請Ⅱ

 活動の実施・記録Ⅲ

 活動の報告 交付金の申請Ⅳ

団体の規約等について、必要に応じて変更します。

① 規約の確認等

事業計画及び活動計画の案を作成します。

② 事業計画及び活動計画の案の作成

事前に、規約や事業計画書、活動計画書の案を作成
し、総会の了承を得るなど、構成員の合意・了承の
手続を行ってください。

③ 総会の開催等

事業計画書に必要な書類を添付し、市町村長に認定
の申請を行います。

毎年度、当該年度の活動に必要な交付金の交付申請
書を市町村長に提出します。交付金の概算払い（前
払い）を受けようとするときは、概算払い請求書を
市町村長に提出します。

認定を受けた事業計画及び活動計画に基づいて活動
を実施します。活動の実施状況については、必要な
書類を作成・保管する必要があります。

福島県内
市町村

※令和７年度～令和11年度に限り、令和６年度を実施期間に含
む、長期中干し、冬期湛水、夏期湛水、中干し延期、江の設置
の実施等に関する計画を記載していた農業者団体等（①農業
者の組織する団体、②一定の条件を満たす農業者）が申請主
体になることができます。

①農業者の組織する団体…複数の農業者、又は複数の農業
者及び地域住民等の地域の実情に応じた方々によって構成
される任意組織

②一定の条件を満たす農業者…以下のいずれかに該当し、市
町村が特に認める場合（詳しくは市町村にお尋ねください。）

・対象活動を行う農業集落の耕地面積に対する当該対象活
動の取組面積の割合（複数の農業集落で対象活動を行う場
合にあっては、いずれかの農業集落における割合）がおお
むね1/2以上となる者又は全国の農業集落の平均耕地面積
に対する一市町村内の対象活動の取組面積の合計の割合
がおおむね1/2以上となる者（ただし、主作物が土地利用型
作物以外の作物のとき、「おおむね1/2以上」は「２割以上」）

・複数の農業者で構成される法人（農業協同組合を除く）

市町村における審査後、事業計画
の認定通知書が送付されます。

実施経過報告の確認後、交付金の
交付決定通知が送付され、交付金
が支払われます。

交付金の支払

市町村における確認後、実施経過
の確認結果が通知されます。

毎年度、活動の実施経過を取りまとめ、市町村に提
出する必要があります。

① 実施経過報告

毎年度、活動の実施状況を取りまとめ、市町村に提
出する必要があります。ただし、①の実施経過報告
から変更がない場合は、省略できます。

認定の通知

【申請期限】
５月中旬まで

【報告期限】
１月３１日まで

【報告期限】
４月中旬まで

確認結果の通知

Ⅴ

② 交付金の申請

③ 実施状況報告
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 申請主体の確認、事業計画の作成

令和６年度まで環境保全型農業直接支払交付金で長期中干し、冬期湛水等
に取り組んでいた農業者の方々が、令和７年度以降も引き続き取り組んでい
ただけるよう、令和７年度～令和11年度に限り、令和６年度を実施期間に含
む、長期中干し、冬期湛水、夏期湛水、中干し延期、江の設置の実施等に関
する計画を記載していた農業者団体等が、「環境負荷低減の取組への支援
（通称：みどり加算）」のみに取り組むことができることとしています。

なお、令和12年度以降は、既存の活動組織に参加する等により、活動組織
として申請いただく必要があります。

■ 組織の設立、事業計画の作成

Ⅰ

よくあるQ&A

Q：令和6年度まで申請していた
「農業者の組織する団体」のうち１
名だけが長期中干し等の取組を行
う場合、どのように申請すればよいか。

A：令和6年度の申請主体につい
て、令和7年度～令和11年度に限
り、「みどり加算」のみを実施できるこ
ととしているため、申請は、これまで
申請されていた「農業者の組織する
団体」が行ってください。

・化学肥料・化学合成農薬を都道府県の慣行レベルから原則５割以上低減する取組と合わせ
て行う、長期中干し、冬期湛水、夏期湛水、江の設置等、中干し延期のいずれかの取組を
実施する地域（以下、「対象地域」という。）を検討します。

・その際、「みどり加算」の交付を受けるためには、５年間の活動期間中に取組面積を拡大
する目標を設定し、達成する必要があるため、各年度の取組面積を踏まえ、対象地域の範
囲を検討します。

・５年間の活動期間中の取組面積拡大の目標を踏まえた対象地域は、合意形成が可能なまと
まりで検討してください。

※ 活動組織として申請することにより、地域ぐるみの取組として、取組に対する地域の理解が深
まったり、取組の広がりなどが期待できます。活動組織として「みどり加算」を申請する場合は、
水路・農道等の草刈り・泥上げなどの共同活動を実施する必要があります。活動組織として申請す
る場合、既存の活動組織に参加又は新たに活動組織を設立する方法があります。詳しくは、「多面
的機能支払交付金の活動の手引き（活動組織用）」を参照してください。

① 農業者の組織する団体

 多面的機能支払交付金の「みどり加算」を実施するに当
たり、団体の規約で変更すべき箇所はないか確認し、必
要に応じて変更します。

② 一定の条件を満たす農業者

 R6年度まで、一定の条件を満たし、市町村に特に認め
られた農業者については、同条件に該当することを確認
します。

１ 対象地域の設定

２ 規約等の確認
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• 事業の目標、内容、実施期間及び構成員に係る事項を定めた事業計画書（様式第１－２
号）を作成します。

３ 事業計画（案）の作成

要綱別紙１
第５の１

■ 組織の設立、事業計画の作成

本様式に上記様式（様式第１－２号）を添付し提出してください。

様式第１－１号、１－２号は、多面
的機能支払、中山間地域等直接
支払、環境保全型農業直接支払
の共通様式です。

これは多面的機能支払交付金の
みに取り組む場合の記載例です。
必要に応じて追記等してください。

令和６年度を含む実施期間の環
境保全型農業直接支払交付金の
認定を受けた団体名等を記載して
ください。（以下、同様）
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■ 組織の設立、事業計画の作成

市町村と相談し、地域の特色を踏まえて記
載してください。

活動内容を踏まえて記載してください。

様式第１－１号、１－２号は、多面的機能支払、中
山間地域等直接支払、環境保全型農業直接支払
の共通様式です。

これは多面的機能支払交付金のみに取り組む場
合の記載例です。必要に応じて追記等してください。

１号事業（多面支払）については、「環境
負荷低減の取組への支援（通称：みどり
加算）に取り組むため、下段に「○」を記
入してください。

活動内容に合わせて記載
してください。
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「Ⅰ.地区の概要（共通）」は、多面的機能支

払、中山間地域等直接支払、環境保全型
農業直接支払の共通様式です。

• 多面的機能支払交付金の対象となる活動は、活動計画に基づいて実施します。

• 活動計画書（様式第１－３号）は、都道府県が策定する「要綱基本方針」（※）に基づ
いて作成する必要があります。

４ 活動計画（案）の作成

要綱別紙１
第４の１

明記なし

要領第１の２（１）
※若干異なるが。

要領附則３

※「要綱基本方針」とは

国が示す活動指針を基礎として都道府県が策定する、多面的機能支払交付金の対象となる
活動の項目を区分して整理した方針です。

■ 組織の設立、事業計画の作成
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・「認定農用地面積」には、５年
間の活動期間中に取り組む予
定の全ての農用地面積を記入
してください。

・農用地面積については、国土
調査等による地籍図等に基づ
く台帳の合計面積や1/2,500程
度以上の縮尺図面の図測によ
る算定を基本とします。詳細は
市町村に確認してください。

計画変更を行った場合は
変更した年度を記入してください。

要領
第１の４

Ⅰ. 地区の概要

■ 組織の設立、事業計画の作成

「環境負荷低減の取組への支援
（通称：みどり加算）に取り組むた
め、「資源向上支払（共同）欄に
記入してください。

該当なし

認定農用地の区域内において、
中山間地域等直接支払交付金
の集落協定にも含まれている
面積がある場合は記入してくだ
さい。
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■ 組織の設立、事業計画の作成

【実施区域図】

活動範囲が判別可能な図面に、「みどり加算」の対象となる全ての農用地を図示します。

・
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【令和６年次会計実地検査関係指導】

① 活動の対象となる農用地の確認

会計実地検査において、対象農用地に交付金算定の対象とならない土地が含まれている
ことや地目の判断が適切ではないことが判明し、交付金の返還に至るケースが確認されて
います。

そのため、対象農用地に農地とは認められない土地が含まれることや地目の判断が適切
でない状況とならないよう、見回りによる現地確認に加えて、衛星写真及び航空写真の閲
覧サービス等も活用して対象農用地の設定を適切に実施してください。

また、対象農用地に農業関連施設等が存在するなど、農用地の判断に迷う場合等は、市
町村に確認してください。

衛星写真閲覧サービスの一例

eMAFF農地ナビ（https://map.maff.go.jp/）

農業委員会等（農業委員会が置かれていない市町村を含む。）が備えている農地台
帳と農地に関する地図について、農地法により公開するとされた一部の情報をイン
ターネット上で閲覧できるサイト

※農地台帳上の地番及び地目・面積等各種分類の表示も可能
※衛星写真の撮影時期は公開されていないので注意
※使用料等が発生する場合には、交付金の活用が可能

■ 組織の設立、事業計画の作成

https://map.maff.go.jp/
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構成員が団体の場合は、「氏名」欄
に代表者名もしくは団体名を記入し
てください。

【R7変更点】
多面的機能支払交付金のみに取り
組む場合、住所の記入は不要としま
した。

「分類番号」欄には左の「多面的機
能支払分類番号リスト」から該当す
る番号を選び、記入してください。

■ 組織の設立、事業計画の作成

【構成員一覧】

申請主体である農業者団体等の構成員の一覧を作成します。

「別添２ 構成員一覧」は、多面的機能支払、

中山間地域等直接支払、環境保全型農業
直接支払の共通様式です。

申請主体である農業者団体等が、引き続き、
環境保全型農業直接支払にも取り組む場
合、同じ構成員一覧を活用することが可能
です。この場合、多面的機能支払において
「環境負荷低減の取組への支援（通称：み
どり加算）」に取り組む者について、「多面
的機能支払」の項目に「○」を記入し、「分
類番号」を左下のリストから選択して記入し
てください。
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（別紙１） 多面的機能支払に係る活動計画書（１号事業様式）
Ⅱ. １号事業（多面的機能支払）

「１．交付金額」の各欄については、
この項目にのみ「○」を記入してくだ
さい。

■ 組織の設立、事業計画の作成

【多面的機能支払に係る活動計画書（１号事業様式）】

「１．交付金額」では、以下のとおり該当項目に「○」を記入し、「みどり加算」の取組
内容を、加算措置の様式のうち（別葉）（６）環境負荷低減の取組への支援 に記入します。

「４．加算措置」の「環境負荷低減の
取組への支援」に「○」を記入してく
ださい。
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• 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行レベルから原則５割以上低減する取組
と合わせて行う対象取組（※１）について、取組面積（※２）に対し、交付します。

＜加算措置の要件＞

① 対象取組について、各取組の要件（次ページ）を満たすこと（毎年度実施）。

② 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行レベルから原則として５割以上低
減する取組と組み合わせて行うこと（毎年度実施）。

③ 取組ごとに２年目以降の取組面積が初年度の取組面積を下回らず、終了年度の取
組面積が初年度の取組面積を上回ること。

• 同一ほ場で複数の取組を実施した場合も、受けられる加算は１つの取組分のみです。

４． 加算措置 （６）環境負荷低減の取組への支援（通称：みどり加算）【R７拡充】

※１ 対象取組

長期中干し、冬期湛水、夏期湛水、
中干し延期、江の設置等

「作物名」は水稲、麦、豆、いも、野菜、
なたね等を記入してください。（パソコン
で入力する場合、プルダウン選択できま
す。）

・「計画面積」は、畦畔、法面を含まない
本地面積（a未満切捨て）を記入してくだ
さい。

・「計画面積」は、取組ごとに、２年目以
降の取組面積が初年度の取組面積を
下回らず、終了年度の取組面積が初年
度の取組面積を上回る必要があります。

※２ 取組面積

交付対象面積は、取組を実施する面積（畦畔
及び法面面積を含めない）です。

新規

■ 組織の設立、事業計画の作成
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環境負荷低減の取組の要件

〇長期中干し

〇冬期湛水

① 栽培する主作物が水稲であること。
② 稲の生育中期に10a当たり１本以上の溝切りを実施した上で14日以上の中干しを実施すること。

① 栽培する主作物が野菜、大麦、なたね等であること。
② 転作田又は湛水可能なほ場であること。
③ 6月下旬～9月上旬の期間内に２ヶ月以上の湛水期間を確保するため、前作の収穫後に耕起、代

かき、畦畔補修等、適切な漏水防止措置及び適切な取水措置が講じられていること。
④ 湛水期間中の開放水面を維持するため深水管理等の雑草対策に努め、雑草の繁茂がみられた部

分については必要に応じて適宜代かきを行う等、適切な管理が行われていること。
⑤ 市町村等が作成した計画に即して実施されている取組であること又は生物多様性保全に資する

ものとしてその実施に関して市町村長の承認等を得た取組であること。なお、市町村等が作成す
る計画については、以下の内容の記載されているものとする。
ａ 生物多様性保全に関する市町村等の基本的考えが記載されていること。
ｂ 生物多様性保全の取組を推進するための方策として夏期湛水が位置付けられていること。

① 栽培する主作物が水稲であること。ただし、R6年度まで環境保全型農業直接支払交付金におい
て、水稲以外を対象として取組実績がある場合はこの限りではない。

② ２ヶ月間以上の湛水期間を確保するための適切な取水措置及び漏水防止措置が講じられている
こと。

③ 市町村等が作成した計画に即して実施されている取組であること又は生物多様性保全に資する
ものとしてその実施に関して市町村長の承認等を得た取組であること。なお、市町村等が作成す
る計画については、以下の内容の記載がされているものとする。
ａ 生物多様性保全に関する市町村等の基本的考え方が記載されていること。
ｂ 生物多様性保全の取組を推進するための方策として冬期湛水が位置付けられていること。

〇夏期湛水

① 栽培する主作物が水稲であること。
② 10a当たり原則10ｍ以上とし、10ｍ/10aに満たない場合は、取組面積（a（※1a未満切り

捨て））＝設置した長さ（ｍ）として取組面積を調整すること。江の形状は、原則として「深さ
10cm以上、水面幅30cm」とする。

③ 湛水の状態とする期間は、原則として、中干し開始時から、8月中旬までとする。
④ 湛水等の期間中、江に除草剤を使用しないこと。
⑤ 魚類等の希少種が水田内で保護されるよう、適切に管理すること。
※魚類保護をする場合は、以下の①・⑤の要件を全て満たせばよいものとする。
※R6年度まで環境保全型農業直接支払交付金の地域特認取組によって魚類保護の取組を行っていた都道

府県においては、江の設置等（作溝未実施）として当該取組を実施することを可能とします。

○江の設置等

① 栽培する主作物が水稲であること。
② 中干し開始時期を慣行時期より1ヶ月程度延期又は中止し、慣行の水稲栽培期間、常時湛水状態

を保つこと。
③ 常時湛水状態を保つための定期的な水管理及び畦の点検・補修を実施すること。

○中干し延期

＜取組要件＞
以下の取組から１つ以上を選択して実施します。

■ 組織の設立、事業計画の作成
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参考：５割低減の取組（みどり加算）

慣行レベル ５割低減 慣行レベル ５割低減

主作物について、化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行レベルか
ら原則として５割以上低減 ※１ する取組です。

低減割合の比較に用いる慣行レベル ※２ は、個々の農業者の現行の施用量
ではなく、都道府県が定めた化学肥料と化学合成農薬の慣行レベルを
用います。
化学肥料は窒素成分量、化学合成農薬は成分使用回数により算定を行います。

～ 化学肥料・化学合成農薬の低減割合の算定の仕方 ～

計算の仕方

NK化成

30 kg/10a × 15％ ＝ 4.5 kgN / 10a

↑
窒素成分の割合

殺虫剤（２成分） １回×２成分 = ２

殺菌剤（１成分） １回×１成分 = １

殺菌剤（２成分） １回×２成分 = ２

除草剤（１成分） ３回×１成分 = ３    

4.5kgN

9.0kgN

５割以下になるよう取り組んでください

８回

16回

【 ５割低減の取組とは 】

※１ 化学肥料及び化学合成農薬の低減割合の特例の設定がされている場合はその低減割合と
なります。詳細については都道府県、市町村にお問い合わせください。

【 算定の仕方 】

※２ 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基づき、都道府県が定めた地域の慣行
レベルなどを基に、都道府県が地域の施肥・防除の実態を踏まえて品目ごとに設定した
ものです。詳細については、福島県環境保全農業課ＨＰに掲載されている「特別栽培農産物
の表示の基準となる化学合成農薬及び化学肥料の慣行使用基準（福島県慣行レベル）」を参
照ください。

化学肥料 化学合成農薬

成分使用回数

計算の仕方

８回成分使用回数合計

■ 組織の設立、事業計画の作成
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【交付額の算出方法】

（１） 資源向上支払交付金（共同）みどり加算の対象農用地面積（畦畔及び法面面積を含
めない）に、取組別の交付単価を乗じて算出します。なお、毎年度の交付額は、当該年度
の取組面積（実績）に対して支払われます。

（算定例）

対象農用地面積 長期中干し：5,000.4a、冬期湛水：4,999.6a

○ 対象農用地面積の端数処理

長期中干し：5,000.4a → 5,000a（小数第一位切り捨て）

冬期湛水 ：4,999.6a → 4,999a（小数第一位切り捨て）

○ みどり加算の交付額の算出

長期中干し：5,000a×800 円/10a＝ 400,000 円

冬期湛水 ：4,999a×4,000 円/10a＝ 1,999,600 円

計： 2,399,600円

【単価】

■ 組織の設立、事業計画の作成

交付額の算定方法

取組
みどり加算

①

長期中干し 800

冬期湛水 4,000

夏期湛水 8,000

中干し延期 3,000

江の設置等
（作溝実施）

4,000

江の設置等
（作溝未実施）

3,000

単位：円/10a

①：５年間以上実施した農用地は、①に0.75を
乗じた額を加算単価とする。（実質、令和12
年度以降の適用となります。）
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• 令和７年度から、環境負荷低減のクロスコンプライアンス（みどりチェック）の
チェックシートに取り組む必要があります。

• チェックシート（様式第１－11号）は、事業計画の認定申請時に「申請時（しま
す）」の欄にチェックを入れ、事業計画書と併せて市町村長に提出する必要がありま
す。

• GAP 認証等を取得している場合は、本様式を提出する代わりに、GAP認証等の取得
を証明する書類の提出をすることができます。

みどりチェックの詳細は、活動組織向けの解説書を参照してください。

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanri/tamen_siharai.html

５ 環境負荷低減のクロスコンプライアンス（みどりチェック）【R7追加】

■ 組織の設立、事業計画の作成

申請時（します）の欄にチェック
します。

要領
第２の14（４）

多面 クロスコンプライアンス
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多面的機能支払交付金の実施に関する事項は総会で決定し、議決事項は構成員全員に周知
するなど、構成員の合意形成を行ってください。

具体的な合意形成の手続は、農業者団体等の規約に基づいて実施します。

１）あらかじめ役員会等で話し合い、総会の審議事項、開催日、開催方法（対面、書面、オンライン
等）等について設定します。審議事項は、活動計画の作成又は変更、収支決算及び実施計画に関す
ること等の活動組織の運営に関する重要な事項等となります。

２）総会の招集を行います。招集に当たっては、規約で定める日までに（規約例では、開催の７日前
まで）、書面にて会議の日時、場所、オンライン開催の場合は、招待ID等の案内方法、目的、審議
事項を構成員に通知します。

３）総会は、構成員現在数の過半数の出席をもって成立します。開会前に出席者数の確認を行います。
なお、出席は委任状をもって代えることができます。

議事は、出席した構成員の過半数（特別議決事項にあっては３分の２以上）で決します。
議決前に議案説明、質疑応答を行った上で採決を行ってください。

４）活動事項を構成員全員の承知のもとで実施するため、総会閉会後速やかに、規約で定める方法に
より（規約例では、総会で決定した事項を記載した書面を作成して、その写しを構成員全員に配布
する）構成員全員に確実に周知します。

総会開催から議決までの流れ

総会の開催、議決に当たっての留意点

・総会は、規約に基づいて行います。規約制定時に構成員で話し合い、総会の議決方法等について地
域の事情に応じて適切に定めてください。

・採決に当たっては、挙手や起立等の賛成者数を把握できる方法で行い、賛成者数、反対者数を把握
し、議決の可否を確認してください。また、議事録に議案ごとの賛成者数を記録してください。

・総会を欠席された方へも、記録を書面配布するなどにより、総会の議決事項の周知を行ってくださ
い。

・総会資料や議事録は、実施状況報告の根拠資料ともなりますので、適切に記録し、５年間保管して
ください。

６ 総会の開催

【設立総会】
はじめに設立総会を開催し、作成した規約（案）、役員（案）、事業計画（案）等の活動組織の設立、
活動に関する事項を議題として審議し、議決を得る必要があります。

【通常総会】
通常総会は、毎年度１回以上開催する必要があります。

【臨時総会】
通常総会のほかに、次に掲げる場合に開催する臨時総会があります。
・構成員現在数の３分の１以上から、会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき。
・監査役が不正な事実を発見し、報告するために招集したとき。
・その他代表が必要と認めたとき。

いずれの総会も、構成員現在数の過半数の出席（委任状を含む）がなければ成立しません。

別記６－１ 活動組織規約（例）に示す総会の開催

■ 組織の設立、事業計画の作成
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 事業計画の認定

• 構成員の合意形成を行った以下の書類を市町村に提出します。その他、市町村におけ
る審査に当たり、設立総会の議事録等が必要となる場合があります。

• 提出期日は、活動を開始しようとする年度の５月中旬まで（※）です。

• 市町村における審査後、事業計画が認定されると、市町村長から事業計画の認定通知
書が送付されます。

※ 特別な事情がある場合、市町村長が都道府県知事を通じて、地方農政局等に対して届出を行ったときには、当該年
度の10月31日まで。

「Ⅰ 申請主体の確認、事業計画の作成」のとおり、事業計画及び活動計画
の案を作成し、構成員の合意形成を図ったら、市町村に認定の申請をします。

Ⅱ

１ 事業計画の認定の申請

■ 事業計画の認定

市町村への提出書類
（提出資料は市町村にお問い合わせください）

必ず提出する書類

◆ 事業計画書
□ 様式第１－１号
□ 様式第１－２号

◆ 活動計画書
□ 様式第１－３号

□ 別添１ 実施区域位置図
□ 別添２ 構成員一覧
□ 別紙１ 多面的機能支払に係る活動計画書（１号事業様式）

◆ 環境負荷低減のクロスコンプライアンス（みどりチェック）チェックシート（※）

□ 様式第１-11号
※ GAP認証等を取得している場合は、本様式の代わりにGAP認証等の取得
を証明する書類の提出も可

□ （農業者の組織する団体の場合）団体規約

□ 令和６年度に環境保全型農業直接支払交付金の交付を受けていたことが
わかる書類
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• 市町村長から認定を受けた事業計画や活動計画等に変更が生じた場合は、変更の内容
に応じて、以下の①又は②の手続が必要です。その際も、事前に構成員の合意形成を
行ってください。

• ①の場合、市町村における審査後、変更した事業計画が認定されると、市町村長から
事業計画の認定通知書が送付されます。

２ 事業計画の変更

① 認定された事業計画の変更の申請 ② 認定された事業計画の変更の届出

変更内容 ・みどり加算の活動を行う対象農用地
面積の変更

・対象組織の変更（※１）
・活動の追加、中止又は廃止（※２）
・活動期間の延長

※１ 組織をNPO法人化した場合も該
当。

※２ 単価に変更がある場合を含む。

左記以外の変更

（例）
・役員の交代、構成員の変更

変更の申請
又は
届出の時期

変更が生じたとき 変更があった年度の実施状況の報告
時又は
翌年度の交付申請時
のいずれか早い期日

提出書類 変更があった事業計画書、活動計画書
等

変更があった事業計画書、活動計画書
等

■ 事業計画の認定



23

 活動の実施、記録Ⅲ

交付を受けた交付金を活用し、認定を受けた事業計画及び活動計画に基づ
いて活動を実施します。

日々の作業の内容や金銭の収支等について記録します。

■ 活動の実施、記録

１ 生産記録

• 対象取組の実施時期、肥料や農薬の使用記録を整理した生産記録を作成する必要がありま
す。 また、必要に応じて、実施状況がわかる写真を撮影し、整理します。

• 市町村は、活動記録の内容を基に、活動要件の適否の確認・指導等を行います。記載漏れ
がないよう留意してください。

（参考様式は次のページ）

２ 交付金の収支

次に掲げる交付の基礎となった証拠書類及び経理書類については、交付を受けた年度の翌
年度から５年間保管する必要があります。

・交付金の申請から実施状況報告に至るまでの申請書類及び承認書類
・金銭出納簿
・領収書等支払を証明する書類
・財産管理台帳
・その他資源向上支払交付金に関する書類

また、農業者団体等の代表者は、農業者団体等内の合意に基づき、「環境負荷低減の取組
への支援（通称：みどり加算）」として交付された額を、環境負荷低減の取組を推進するた
めの活動に必要な経費（環境負荷低減の取組への支援の交付等に係る事務経費を含む。）に
充てるほか、環境負荷低減の取組を実施する農業者に対して、交付金を配分することが可能
です。

その際、配分方法等については、団体の規約に定める等により明確にした上で、配分の内
訳等がわかる証拠書類を保管する必要があります。
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■ 活動の実施、記録
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※ 使用肥料及び農薬の欄は「長期中干し」を参照

※ 使用肥料及び農薬の欄は「長期中干し」を参照
新規

■ 活動の実施、記録
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※ 使用肥料及び農薬の欄は「長期中干し」を参照

■ 活動の実施、記録
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 活動の報告Ⅳ

毎年度、活動計画に定めた事項の実施状況を取りまとめ、市町村長に報告す
る必要があります。

【市町村への提出書類】

◆ 実施経過報告書

□ 様式第１－12号（別紙１及び別紙２）

□ 生産記録（参考様式）

□ （必要に応じて）実施状況がわかる写真

• 毎年度、活動の実施経過を取りまとめ、以下の書類を市町村に提出します。

• 提出期日は、活動を実施した年度の１月3１日までです。

• 市町村における確認（書類審査（必要に応じて現地確認））後、実施経過の確認結果が
通知されます。

• 毎年度の活動終了後、活動の実績を実施状況報告書に取りまとめ、以下の書類を市町村
に提出します。

• 提出期日は、活動を実施した翌年度の４月中旬までです。

• 市町村における確認（書類審査、現地確認）後、必要に応じ、実施状況の確認結果が通
知されます。

１ 報告の流れ

■ 活動の報告

（１） 実施経過の取りまとめ・報告

（２） 実施状況の取りまとめ・報告

市町村への提出書類 （提出資料は市町村にお問い合わせください）

必ず提出する書類 必要に応じて提出する書類

◆ 実施状況報告書
□ 様式第１－8号
□ 別紙１及び別紙２

□ 生産記録（参考様式）

□ （みどり加算を受ける場合、市
町村の求めに応じて）実施状況
がわかる写真

□ その他市町村が求める書類
・通帳
・領収書
・総会資料及び議事録

等

活動期間の最終年度のみ提出する書類

◆ 環境負荷低減のクロスコンプライアンス（みどりチェック）
チェックシート

□ 様式第１-11号

市町村への提出書類 （提出資料は市町村にお問い合わせください）

必ず提出する書類 必要に応じて提出する書類

◆ 実施経過報告書
□ 様式第１－１２号（別紙１及び別紙２）

□ 生産記録（参考様式）

□ （市町村の求めに応じて）実施状況
がわかる写真
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実施状況報告書に添付して提出する必要のある書類は下表のとおりです。

「※１」の書類は、市町村への提出・市町村における保管は義務ではありませんが、
市町村による確認対象書類です。

実施状況報告書に添付し市町村に提出する資料と市町村が行う実施状況の確認の区分

※１ 市町村から提出を求められた場合は、提出が必要です。

書類名
作成・

組織保管
提出・

市町村保管

（様式第１－12号）
必要 必要

（様式第１－８号）

必要

実施状況報告の手続を省略可）

必要

実施状況報告の手続を省略可）

（参考様式）
必要 必要

必要に応じて ※１

必要 ※１

必要 ※１

別記３－２
第２の１，２

■ 活動の報告

実施状況の確認内容

書類確認 現地確認

○

る）
必要に応じて実施

市町村において、毎年度、提出のあった書類（前ページ）の書類確認及び現地確認を
行います。

みどり加算については、市町村が実施状況を確認する際、写真による確認又は現地確
認をすることから、市町村の求めに応じて実施状況がわかる写真を作成・提出する必要
があります。

市町村が行う実施状況の確認内容

[ 領収書等の書類がない支出 ]
・自動販売機での購入等、領収書（レシート）を確認できない物へ支出している。
・領収書等が紛失している等により支払いが確認できない物へ支出している。
・購入品の内容が領収書等で確認できない物へ支出している。

※上記に該当する場合、交付金返還の対象となります。

注意するべき不適切な実施例

実施状況の確認内容

書類確認 現地確認

資源向上支払（共同）

うち、みどり加算
○

写真による確認
又は

現地確認を実施
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• 毎年度、活動の内容を取りまとめ、実施経過報告書（様式第１－１２号）を作成します。

※ 様式第１－１２号の別紙１及び別紙２は、様式第１－８号の別紙１及び別紙２と共通です。

２ 実施経過報告書の作成

やむを得ない理由で取組を実施できなかった場合

多面的機能支払交付金では、原則５年間の活動計画に基づいて５年間継続して活動を実
施する必要があり、実施要件を満たさない場合は、交付を受けた交付金を認定年度に遡っ
て返還（遡及返還）を求める仕組みとなっています。

ただし、自然災害その他やむを得ない理由による場合は返還は免除される規定を設けて
おり、みどり加算については、例えばブロックローテーション等地域の営農計画上の事情
等により取組を実施できない事情が生じた場合は、市町村に相談し、備考欄に理由を記入
してください。

なお、やむを得ない理由の整理に当たっては、地域において、十分に認識を共有し、合
意を図ることが重要です。

■ 活動の報告

次のページに示す別紙１及び別
紙２、生産記録等を添付て提出
します。

該当するものに「■」を記入して
ください。
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• 生産記録（参考様式）を基に活動の内容を取りまとめ、別紙１を作成します。

別紙１ 環境負荷低減の取組への支援（通称：みどり加算）取組面積

■ 活動の報告

「a 活動の計画」は、「活動計画書」
の内容を転記してください。（パソコ
ンで入力する場合、活動計画書か
ら自動で転記されます。）

・「実施面積」は、畦畔、法面を含
まない本地面積（a未満切捨て）を
記入してください。

・「実施面積」は、報告年度分のみ
記入してください。

報告年度の実施面積が計画面積
を下回った場合又は１年目の計画
面積を下回った場合、備考欄にそ
の理由を記入してください。
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• 生産記録（参考様式）を基に構成員ごとの実施状況を取りまとめます。

別紙２ 構成員別取組面積

■ 活動の報告

・構成員別に記入してください。

・複数人で協力して取り組む場合
で、実施面積を該当する者ごとに
分けて書くことができない場合には、
氏名欄に該当する者の氏名を列
記してください。
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毎年度、活動の内容を取りまとめ、実施状況報告書（様式第１－８号）を作成します。

※様式第１－８号の別紙１及び別紙２は、様式１－１２号の別紙１及び別紙２と共通です。

３ 実施状況報告書の作成

■ 活動の報告

該当するものに「■」を記入して
ください。
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• 令和７年度から、環境負荷低減のクロスコンプライアンス（みどりチェック）の
チェックシートに取り組む必要があります。

• チェックシート（様式第１－11号）は、活動期間の最終年度の実施状況報告時に「報
告時（しました）」の欄にチェックを入れ、実施状況報告書と併せて市町村長に提出
する必要があります。

• GAP 認証等を取得している場合は、本様式を提出する代わりに、GAP認証等の取得
を証明する書類の提出をすることができます。

みどりチェックの詳細は、活動組織向けの解説書を参照してください。

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanri/tamen_siharai.html

４ 環境負荷低減のクロスコンプライアンス（みどりチェック）【R7追加】

■ 組織の設立、事業計画の作成

報告時（しました）の欄にチェッ
クします。

多面 クロスコンプライアンス
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 交付金及び概算払いの申請Ⅴ

１ 交付金の交付申請

• 当該年度の活動に必要な交付金の交付申請書を交付額の内示後一週間以内に市町村長に提
出します。

• 市町村における審査後、市町村長から交付金の交付決定通知が送付されます。

交付申請時の留意点

１．交付金の振込口座の通帳の写し（口座番号、口座名義が分かる箇所）を添付して下さい。 

２．振込先が複数ある場合は、振込口座・口座名義様式をコピーして記載し、提出して下さ

い。

交付申請書、概算払請求書は、市町村が定める様式を使用してください。

２ 概算払いの請求

• 交付決定の通知がなされた後、交付金の概算払い（前払い）を受けようとするときは、概
算払い請求書を市町村長に提出します。

• 市町村における審査後、市町村長から概算払い決定通知書等が送付され、交付金が支払わ
れます。

事業計画が認定された後、多面的機能支払交付金の交付を受けようとすると
きは、毎年度、市町村長へ申請を行います。

■ 交付金及び概算払いの申請

交付金の交付ルート

国費
1/2国

(地方農政局
等)

都道府県
農業者
団体等

市町村

国費1/2
＋

都道府県費
1/4

国費1/2
＋

都道府県費1/4
＋

市町村費1/4
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あらましと
共通ページ

事務負担の軽減について

令和７年度の制度改正に合わせて、以下の事務負担の軽減を図りました。詳しくは「令和７年度改
正のポイント」をご覧ください！

オンライン申請について

学習教材の活用について

同じデータの再入力が不要になるなど、事務の簡素化に
つながります。

詳しくは多面的機能支払交付金HPをご覧ください。

令和5年度より、オンライン申請が可能となりました。
今までのエクセルの申請データからの読み込みが可能になる、

次世代を担うこどもたちへ、農業や農村の
大切な役割を広く伝えるため、「農業学習」
に活用できる教材を制作しました。全国の教
育現場やご家庭でぜひご活用ください！

▲「草刈りは地球を救う」
～SDGs達成につながる農村の共同活動～

子どもたちが田んぼの持つ大切な役割や魅
力を楽しく学べる学習動画を作成しました。

農業学習や田植え体験の事前学習、家庭学
習の教材としてご視聴いただけます！

▲ のぞいてみよう！田んぼの世界

学習マンガ 動 画

① 様式の簡素化

② 中山間直接支払との様式の共通化

③ 様式の入力負担の軽減

住所の記入欄の削除、活動計画の記入欄の簡素化、開始時間と活動区分の記入欄の削除等

活動記録と金銭出納簿の共通化

数式等の変更防止（入力制限の設定）、備考欄の記入ルールの変更
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多面的機能支払交付金について
分かりやすく解説した動画

農村ふるさと保全通信

多面的機能支払メールマガジン

多面的機能支払の活動組織の紹介や、制度情報、活動に役立つ技術など、活動
組織や自治体、推進組織等の皆様にとって有益となる情報を配信しています。

【配信申し込み】
配信を希望される方は、以下のアドレスまたはQRコードから
ご登録ください。（https://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/reg.html）

月１～２回程度配信しています。
ぜひ、登録してください！

活動組織の体制強化や、推進組織の業務効率化・省力化に貢献できるよう
多面的機能支払交付金に係る研修教材用動画を作成しました。

多面的機能支払交付金の事務等に携わる新規担当者や活動組織に向けた説
明会等でご活用ください。

多面的機能支払交付金を活用して、どの
ような共同活動に取り組むことができるの
かを解説した動画です。

多面的機能支払交付金でできること
（動画：18分）

多面的機能支払交付金活動組織の
広域化のすすめ（動画：20分）

いずれも動画で見ることができます！
ぜひQRコードを読み取ってご覧ください！

最上町広域協定の事例をもとに関係者へ
のインタビューを行い、広域化のプロセス
を解説した動画です。
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あらましと
共通ページ SDGsと多面的機能支払交付金の活動との関わりってなんだろう？

SDGs（持続可能な開発目標）とは貧困、気候変動や紛争など
世界中の問題の解決を目指す目標のことで、2015年に世界中
の国々が集まって話し合う国連総会で決定されました！

エスディージーズ

多面的機能支払の活動は農業・農村の持続的発展を通じて17の目標のうち15の目標
（目標２～９、11～17）達成に貢献しています。下記の事例を見てみましょう！

複数の目標貢献に期待できます！

活動による効果 SDGsへの貢献

目標４
地域内外の人に質が
高い教育、生涯学習
の機会を提供する。

目標11
住み続けられる地域
を作る。

目標３
やすらぎや福祉の
機会を提供する。

※多面版SDGsの目標文になっています

老若男女、地域内外問わず、
女性や子どもが活動組織の計画
策定や運営等に参画し、多様な
主体の活躍の場を創出すること
で、関係人口が拡大し、農村振
興へつながる。

目標２
持続可能な農業生産を
支える。

目標13
気候変動及びその影響
を軽減するための対策
を実践する。

例３）
多様な人材
が参画した
活動

例１）
生き物
調査

活動組織と地域の子ども達等が田
んぼや水路に生息する生き物を観
察する取組。

共同活動の例

例２）
草刈り・
泥上げ

農地やため池周辺の草刈りと水路
の泥上げをする取組。

等

①地域の学校等と連携するこ
とで子ども達に農業生産活動
が生態系保全につながってい
ると学ぶことができる。

②世代間との交流により、コ
ミュニティが形成・強化され、
地域の自然環境が保全される
ことにつながる。

①安定的な農業生産にとって必
要不可欠な農地や水路、ため池
などを適切に保全管理している。

②保全管理が行き届いているこ
とで異常気象時等の被害軽減に
つながる。

活動の企画・運営の例

非農業者や女性や子ども等多様な
人材が植栽活動等の活動に参加す
ることや、組織の運営に関わる等
の取組。

目標16
多様な主体の参画に
よる地域づくりを促
進する。

本交付金とSDGsの関わりが
より詳しく記載されております。
ぜひQRコードを読み取って
ご覧下さい

等

等
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～多面的機能支払交付金は
農林水産省の補助事業です～

■市町村

認定を受けている市町村まで問い合わせください。

■県

問い合わせ窓口 電話 ＦＡＸ

福島県農林水産部
農村振興課 農村保全担当 ０２４-５２１-７４１６ ０２４-５２１-７５４５

県北農林事務所
農村整備部農地計画課

０２４-５２１-２６１７ ０２４-５２１-２８５１

県中農林事務所
農村整備部農地計画課

０２４-９３５-１３３３ ０２４-９３５-１３５９

県南農林事務所
農村整備部農村整備課

０２４８-２３-１５８８ ０２４８-２３-１５９０

会津農林事務所
農村整備部農地計画課

０２４２-２９-５３３３ ０２４２-２９-５３５７

南会津農林事務所
農村整備部農村整備課

０２４１-６２-５２７３ ０２４１-６２-５３４９

相双農林事務所
農村整備部農地計画課

０２４４-２６-１１６０ ０２４４-２６-１１６８

いわき農林事務所
農村整備部管理課 ０２４６-２４-６１８２ ０２４６-２４-６９４９

■福島県多面的機能支払推進協議会

問い合わせアドレス ホームページ

fnmk1@midorinet-fukushima.jp https://www.f-nmk.jp/index.html

■国の機関

問い合わせ窓口 電話 ＦＡＸ

東北農政局農地整備課
多面的機能支払推進室

０２２-２６３-１１１１
（内線４４９１）  

０２２-２１６-４２８７

mailto:fnmk1@midorinet-fukushima.jp
mailto:fnmk1@midorinet-fukushima.jp
mailto:fnmk1@midorinet-fukushima.jp
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